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●受 付 時 間 延 長●　…４月１日㈮、４日㈪　20時まで
　　　　　　　　　　　延長窓口　住民保険課（戸籍住民係　国保・高齢者医療係　保険年金係）
　　　　　　　　　　　　　　　　上下水道課　福祉課　介護保険課　子育て支援室　学校教育課
●休日窓口開設日●　…４月２日㈯、３日㈰　９時～17時まで
　　　　　　　　　　　開設窓口　住民保険課（戸籍住民係）のみ

　年度始めは、転入などの手続きにより受付窓口が大変混雑します。
　つきましては、以下のとおり休日窓口の開設および受付窓口の時間延長を行いますので、ご利用ください。

※手続きされる方は、時間に余裕をもってお越しください。
※詳しくは、担当課までお問い合わせください。

　日本赤十字社北海道赤十字血液センターでは、全道各地で移動献血車を運行し、献血をお願いしています。
　中標津町においても毎年、移動献血車により町内事業所のご協力のもと、町民のみなさんに献血を呼びかけ
ていますが、献血協力者数は減少しています。
　献血は16歳から行うことができますので、若年層の方々も、ご協力をいただきますようお願いします。
　また、献血会場では、職員の健康チェックや手指消毒、会場の良好な衛生環境の保持等、新型コロナウイル
ス感染症対策を徹底していますので、安心してご利用いただけます。
　令和４年度につきましても４・６・７・８・10・11・12・２月に町内巡回を予定していますので、多くの方々
のご協力をお願いします。
　詳しい日程が近づきましたら、町ホームページ・FMはな等でお知らせしますのでご確認ください。

献血にご協力ください� 献血にご協力ください� 

中標津町における献血実績 （人）
場　　　　　　　　　　　　　所

役　場 警察署 あるる 東　武 JA
中標津

釧根
開発 左記以外 中標津町

全体

年
　
　
　
　
度

30
実 施 月 4・8・12 6・12 8・2 10・2 6・12 4・10 4・6・8・10・

12・2 4・6・8・10・12・2

献血人数 156 58 86 89 70 21 255 735

1
実 施 月 4・8・12 6・12 8・2 10・2 6・12 4・10 4・6・8・10・2 4・6・8・10・12・2

献血人数 148 57 78 84 50 31 238 686

2
実 施 月 4・8・12 7・12 8・3 11・3 7・12 4・11 4・7・8・11・12 4・6・8・10・12・2

献血人数 175 37 81 104 57 37 262 753

休日窓口の開設および受付窓口の時間を延長します

詳しくは、福祉課 社会福祉係まで。

この広告は町があっ旋するものではなく、中標津町広報紙広告掲載要綱に基づき申し込みのあった広告を有料で掲載しています。

広告
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申込期間　３月７日㈪～４月１日㈮
　　　　　※ 成績証明書、在学証明書などが必要となります。
　　　　　※ 定住促進貸付金については、申請書類に加えて申請理由や将来の計画等の作文が必要です。
　申請様式は上記の申込期間中に、教育委員会で直接受け取るか、町ホームページからダウンロードしてく
ださい。
　貸付の決定は、育英資金運営委員会による審査後の４月下旬となる予定です。

　教育委員会では、令和４年度の育英資金貸付金および定住促進貸付金の利用者を募集
しています。利用者の対象は、町民の方で高等学校以上の教育を受けようとする方です。
　定住促進貸付金とは、令和４年度より新設する制度で、卒業後町内の企業等に就労５
年以上、かつ町内に５年以上定住した場合に、償還を全額免除する制度です。

中標津町育英資金貸付金および
定住促進貸付金の利用者を募集します

高等学校 高　　専 大学・短大・専修学校
修学資金（年額） １２万円以内 １８万円以内 ２４万円以内

入 学 一 時 金 １０万円以内 １５万円以内 ２０万円以内

大学・短大・専修学校・高等学校・高専
２４万円以内（月額２万円以内）

　月に一度、釧路年金事務所の年金相談所（出張相談所）が中標津町役場に開設されます。
　相談は「完全予約制」です。ご希望の方は、釧路年金事務所に電話で予約してください。

■開設時間
　１日目　13時～17時　
　２日目　９時～14時
■開設場所
　中標津町役場　会議室
■予 約 先
　日本年金機構　釧路年金事務所　
　❸0154-61-6000、❸0154-61-6001、❸0154-61-6002
　◦いずれの電話番号にかけても同じ自動音声が流れます。
　◦ 最初の音声案内で「１」を、次の音声案内で「２」を押してくださ

い。「お客様相談室」につながります。
　◦�ご予約の際は、年金手帳や年金証書など基礎年金番号がわかるもの

をお手元にご用意ください。
　※日程は都合により変更になる場合があります。

　事前に予約することによって、スムーズに相談を受ける
ことができます。

【相談曜日・時間】
　月　曜　日：８時30分～18時
　火～金曜日：８時30分～16時
　第２土曜日：９時30分～15時

予約受付専用電話　❸0570-05-4890
【受付時間：月～金曜日（平日）８時30分～17時15分】

釧路年金事務所年金相談所開設日程のお知らせ令和４年度

令和４年度　開設日程表
令和４年４月 ５日㈫～６日㈬

５月 10日㈫～11日㈬
６月 ７日㈫～８日㈬
７月 ５日㈫～６日㈬
８月 ２日㈫～３日㈬
９月 ６日㈫～７日㈬
10月 ４日㈫～５日㈬
11月 ８日㈫～９日㈬
12月 ６日㈫～７日㈬

令和５年１月 11日㈬～12日㈭
　　　　 ２月 ７日㈫～８日㈬

         ３月 ７日㈫～８日㈬

直接、釧路年金事務所で相談される場合も「予約相談」をご利用ください

申し込み・問い合わせは、教育委員会 管理課 総務係まで。

◎育英資金貸付金

◎定住促進貸付金



4広報なかしべつ　2022.3

引っ越しの際の粗大ごみの出し方

大量のごみが出た場合は

　「家電リサイクル対象品」
　　テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、エアコン
　「パソコンリサイクル対象機器」
　　デスクトップパソコン、ノートパソコン、ディスプレイ、ディスプレイ一体型パソコン
　「処理困難物」
　　タイヤ、消火器、廃油、バッテリー、除雪機等

●粗大ごみとして出せないもの

●粗大ごみとは
　指定ごみ袋からはみ出すもの。
　指定ごみ袋が重さで破けてしまうもの。

●粗大ごみの出し方
　ごみ一品に対し、「粗大ごみ処理証紙」を１枚貼ってください。
　「粗大ごみ処理証紙」は中標津町指定ごみ袋等販売店にて１枚220円で販売しています。
　「燃やせないごみの日」に収集しますので、朝８時30分までにご家庭で設置されたごみ箱の付近に出して
ください。

●粗大ごみを出すときの注意点
　箱のようなものを出すときは、中にほかのごみを入れないでください。（例）タンス、衣装ケースの中
　ピアノやソファーなど、大型で重量のあるものは、排出日や場所を役場に事前に連絡してください。

　大掃除や引越しなどで、一度に大量のごみが出た場合
は、ごみの収集に出さずに最終処分場へ持込願います。

　詳しくはごみの出し方・分け方のパンフレットやごみの分別ポスターをご覧ください。

●収集日を変更しています
　燃やせないごみ・粗大ごみの収集が令和２年７月１日より以下のとおり変更となっています。
　■第1・3・5週　地区ごとに２週間に１回収集（５ページのカレンダーをご覧ください）
　※その他　・収集日が祝日の場合は、翌週の同じ曜日に収集します。
　　　　　　・市街地地区、計根別地区が変更の対象となります。
　　　　　　・「燃やせるごみ」「資源ごみ」の収集は変更ありません。
　　　　　　・収集する曜日に変更はありません。
　　　　　　・郡部地区の収集については変更ありません。

中標津町一般廃棄物最終処分場

←計根別

↓釧路

標津→

道立ゆめの森公園

緑ヶ丘森林公園

中標津空港

中標津町役場

中標津市街

中標津町一般廃棄物最終処分場

問い合わせは、生活課 環境衛生係まで。

広告

この広告は町があっ旋するものではなく、中標津町広報紙広告掲載要綱に基づき申し込みのあった広告を有料で掲載しています。

▽所 在 地／中標津町東当幌６番地11
▽搬入時間／�10時～12時、13時～17時
　　　　　　（12時～13時は閉場）
▽手 数 料／10kgまで� 90円（一般家庭）
　　　　　／10kgまで130円（事業所）
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【申請期間】 １月31日㈪～５月31日㈫

問い合わせは、事業復活支援金事務局（❸0120-789-140（８時30分～19時　※土日・祝日含む））
ホームページ　https://jigyou-fukkatsu.go.jp/まで。

　新型コロナウイルス感染症の影響により、2021年11月～2022年３月のいずれかの月(対象月)の売上高
が、「2018年11月～2019年３月」、「2019年11月～2020年３月」「2020年11月～2021年３月」のいず
れかの期間（基準期間）の同じ月（基準月）と比較して、50％以上または30％以上50％未満減少している
こと。
※�国や道、町の支援策による給付金や補助金等は、各月の事業収入から除きます。その上で、対象月中に道
や町の時短要請等に応じて受給する協力金等がある場合は、「対象月中に時短要請等に応じた分」に相当
する額を、対象月の事業収入に加えます（給付額の算定についても同じ）。

【給付対象】

　市街地の燃やせないごみ・粗大ごみの収集は
カレンダーのとおりです。 ■燃やせないごみ収集日

令和４年度の燃やせないごみ・
粗大ごみ収集日について

４月 ５月 ６月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30

７月 ８月 ９月6
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
24
30 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30

　新型コロナウイルス感染症により経営に大きな影響を受けた法人・個人事業者の事業継続・回復に向
けた国の支援策として、売上高の減少率に応じた支援金を支給する「事業復活支援金」が創設されました。
　今回の支援金は、対象月の売上高が基準月と比較して30％以上減少した事業者が対象となり、業種
や所在地を問わない幅広い事業者を対象としています。
　対象事業者のみなさんは、事業継続に向けぜひ支援金をご活用ください。

４月～９月

【給 付 額】
給付上限額 計算式　基準期間の売上高―対象月の売上高×５か月分

※�基準月を含む
事業年度の年
間売上高

売上高減少率 個　人
法　　　　人

年間売上高※
１億円以下

年間売上高※
１億円超～５億円以下

年間売上高※
５億円超

▲50％以上 50万円 100万円 150万円 250万円
▲30％以上50％未満 30万円 � 60万円 � 90万円 150万円

国の事業復活支援金について
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●接種するワクチンについて

◦対象者◦

◦配布方法◦

◦配布数量◦

◦留意事項◦

●接種券が届いていない方へ

64歳以下の
新型コロナワクチン追加（３回目）接種が始まります

新型コロナウイルス感染症対策
抗原定性検査キットを無料配布します

　ワクチン供給量の関係から、ファイザー社または武田／モデルナ社のワクチンを使用
します。なお、１・２回目に接種したワクチンと異なるワクチンを接種しても安全性に
問題はなく、抗体価も十分上昇する結果が次のとおり報告されています。

・ 陽性患者または学校等から「濃厚接触者」「感
染の可能性がある方」として連絡を受けた方

・陽性患者が発生した事業所または学校等

・ 陽性患者から連絡を受けた方は、中標津町保健
センターに電話で連絡してください。その際に、
陽性患者との接触状況などをお聞きします。そ
の後、指定した時間と場所で抗原定性検査キッ
トを配布します。

・お１人につき、２セットまで。
　（ 受け取った日に１回目、待機期間の最終日（復

帰する前日など）に２回目）
　※ 抗原定性検査キットは、数に限りがあります

のでご了承ください。

・ 抗原定性検査キットを使用した結果、陽性となっ
た場合、または症状がある場合は、町立中標津
病院の発熱外来を受診してください。

　65歳以上の高齢者の方へ接種券を郵送しましたが、まだお手元に届いていない方、また中標津町に転入さ
れた方で接種券が届いていない方は、接種券の発行手続きが必要になりますので以下までお問い合わせくださ
い。

　現在、新型コロナワクチンの２回目接種を完了した65歳以上の高齢者の方の３回目接種を実施してい
ます。
　３月22日㈫からは、64歳以下の方の３回目接種が始まります。できる限り前倒し接種ができるよう調
整しています。
　接種券は順次郵送していますので、接種券が届きましたら「お名前」を確認し、Ｗｅｂ予約（中標津町
ワクチン接種予約システム）にて予約してください。インターネット環境が整っていない方は、電話での
予約も受け付けています。詳しくは町ホームページをご覧ください。

　北海道では、保健所の役割としていた調査業務の重点化に伴い、陽性患者となった方が「濃厚接触者」
や「感染の可能性がある方」に自ら連絡をすることになりました。
　陽性患者から連絡を受けた方の不安を解消し、感染の早期発見、感染拡大防止に役立てるとともに、地
域医療のひっ迫を回避し、適正な診療体制を確保するために、町の独自事業として抗原定性検査キットを
無料で配布します。

問い合わせは、中標津町新型コロナワクチン対策室　❸７４－８７８５まで。

問い合わせは、中標津町保健センター　❸７２－２７３３まで。
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　畜産食品加工研修センターでは、地域農業や地場産物へ
の理解を深めていただくことを目的として、以下のとおり
乳製品や食肉製品の製造体験研修会を開催しています。
　この機会にソーセージやチーズ作りなどを体験してみま
せんか？

　◦開　催　日　�各研修の開催スケジュールについては町ホームペー
ジでご確認いただくか、直接センターまでお問い合わ
せください。

　◦受 付 期 間　参加希望日の前月１日～15日
　◦申 込 方 法　申込書をFAX、郵送、または直接センターへ提出
　　　　　　　　（�申込書は町ホームページよりダウンロードしてください）
　　　　　　　　�各回抽選とさせていただいています。参加決定した方には前月の25日までに決定通知書

を送付します。
　◦持　ち　物　マスク、昼食（白衣、三角巾は当センターにて貸し出します）
　◦注 意 事 項　都合により日程の変更、または中止となる場合がありますのであらかじめご了承ください。
　　　　　　　　昼食・飲み物等は、各自ご持参ください。
　　　　　　　　�現在、新型コロナウイルス感染拡大防止の一環として１研修あたりの受け入れ人数を最大

７人までとさせていただいています。

※�参加者が５人より増減する場合は、上記金額も変わります。

【１人あたりの研修料金】（参加者が５人の場合）

【申し込み・受け付けについて】

ソーセージ
（約２㎏）

（10時～14時頃）

ソーセージ
（約２㎏）
ハム

（約1.6㎏）
（10時～15時頃）

ソーセージ
（約２㎏）
ベーコン
（約1.6㎏）

（10時～15時頃）

ゴーダ・マリボー・
ストリング・カチョ
カバロのいずれか
（約２㎏）

（10時45分～15時頃）

チェダーチーズ
（約２㎏）

（10時45分～15時頃）

11月

～

４月
4,190円 9,880円 9,280円 3,622円 3,852円

５月

～

10月
4,080円 9,760円 9,160円 3,490円 3,720円

畜産食品加工研修センター研修会のご案内
令和４年度　研修会の開催について

申し込み・問い合わせは、畜産食品加工研修センター（❸78-2216 ❹78-2649）まで。

広告

この広告は町があっ旋するものではなく、中標津町広報紙広告掲載要綱に基づき申し込みのあった広告を有料で掲載しています。
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～人口減少に対応した重点施策～
第２期中標津町総合戦略が策定されました！

問い合わせは、企画課 企画調整係まで。

　国全体において少子高齢化や人口減少が急速に進む中、中標津町が活力を維持していくため、「第７期中標
津町総合計画」の基本目標を踏まえつつ、人口減少に対応するための重点的な施策をとりまとめた「第２期中
標津町まち・ひと・しごと創生総合戦略」が策定されました。その概略についてお知らせします（計画全体は
町ホームページで公開しています）。

　上記目標が達成できた場合の町独自推計は、中標津町の人口は2060年（令和42年）
時点で 15,412人になると見込まれます。人口構成割合は2015年（平成27年）と比較し、
　 ・年少人口（0～14歳）が15.0%→9.5%
　・生産年齢人口（15～64歳）が61.8%→47.3% 
　・老年人口（65歳以上）が23.2%→43.2％
となり、人口減少抑制と少子高齢化の緩和を目指します。

　国の推計によると、中標津町の人口は2060年（令
和42年）で14,550人まで減少する見込みです。人
口構成割合は2015年（平成27年）と比較し、
　・年少人口（0～14歳）が15.0%→9.2% 
　・生産年齢人口（15～64歳）が61.8%→45.3% 
　・老年人口（65歳以上）が23.2%→45.6％ 
となり、人口減少に加え少子高齢化が懸念されてい
ます。

　人口減少に対応するための重点的な施策を３つの視点からとりまとめました。また、それぞれの視点で人口
減少の３つの主な要因に対応した「特化対策」を設定しています。

　中標津町の人口減少の主な要因としては以下の３点
と分析しています。

これらの取り組みにより、長期的に以下の２つの目標達成を目指します。

■人口の現状分析

■人口減少対策　【計画期間】2022年（令和４年）３月１日～2026年（令和８年）３月31日

要因１　未婚率の増加により出生数が低下している。
要因２　中学・高校卒業後の進学のため15～19歳の男女の都市部への転出が非常に多い。
要因３　�女性は20～24歳の都市部（道内）・道外への転出が非常に多くなってきており、Uターンも

少ない。

目標①　合計特殊出生率を2030年（令和12年）までに1.7まで引き上げる。
目標②　 2021年（令和３年）以降20代の人口を、これまでの移動平均（転入転出差し引き）より

さらに毎年15人増加させる。

視　点 目　　　　標

雇用・活性化
基本目標１　多様なつながりで活性化するまち

【特化対策】女性の社会参加の促進　（要因３への対策）

結婚・子育て
基本目標２　結婚し子どもを産み育てたいと思えるまち

【特化対策】若い世代の結婚支援　（要因１への対策）

定住・愛着
基本目標３　愛着を持ち、住みたくなる、戻ってきたくなるまち

【特化対策】高等教育機関の誘致・充実　（要因２への対策）
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高病原性鳥インフルエンザウイルスの発生について
死んだ野鳥を
見つけても

素手で触らないで！

【注意事項】
※衰弱または死亡している野鳥や野生動物は絶対に素手では触らないでください。
※�もし野鳥や野生動物の体毛や排泄物等に触れても、手洗い・うがいをしていただけ
れば、過度に心配する必要はありませんが、鳥インフルエンザのウイルスが衣服や
靴底、車両のタイヤに付くことで、ウイルスを広範囲に運んでしまうおそれがあり
ますので、不用意に野鳥に近づき過ぎないようにしてください。

問い合わせは、企画課 行政改革・協働推進係まで。

「自治基本条例」とは？－振り返り編－
　令和４年１月号では、自治推進会議からの答申の内容を踏まえた自治基本条例の一部改正についてご紹介しま
したが、今回は、条例改正を機にそもそも「自治基本条例とは？」「自治推進会議とは？」について、改めて解
説します！

　年明けより、根室市をはじめとした道内各地で、死亡した野鳥から高病原性鳥インフ
ルエンザウイルスが相次いで確認されています。
　野鳥との接し方については、次の事項に注意してください。

◎�衰弱または死亡している野鳥や野生動物を見つけた場合は、役場農林課もしくは根室振興局
（❸0153-24-0257）までご一報ください。

　自治基本条例とは、町民、議会、行政の役割を明
確にし、町民みんなで「地域課題の解決」や「まち
づくり」を進めるための基本的なルールを定めた条
例で、全39条で構成され、平成24年４月１日施行、
令和３年12月17日一部改正がされました。

　自治推進会議とは、自治基本条例の運用状
況を町民の立場から見守り、適正な進行管理
を図るために設置されている機関で、現在は
町長から委嘱を受けた７人の委員により構成
されています。委員の任期は５年間で、現在
の委員は令和４年３月末で任期満了となりま
すが、この５年間でさまざまなことに取り組
み、自治基本条例を守り育ててきました。４
月以降の新たな委員の募集については、広報
紙等でお知らせする予定です。

　自治基本条例には、内容をわかりやすく説明した
解説書がありますが、現在自治推進会議において見
直しを検討しています。解説書については、今後の
広報紙で改めてご紹介します。

●�自治基本条例とは？�● ●�自治推進会議とは？�●

●�解 説 書 に つ い て�●

みんなで中
ま　　ち

標津づくりに参加しよう ～自治基本条例～
その29

問い合わせは、都市住宅課 まちづくり推進係まで。

以下について、町民のみなさんのご意見を募集しています。

■閲 覧 場 所　 町ホームページ、役場都市住宅課（２階窓口④番）・ まちづくり情報コーナー、総合文化会
館窓口、計根別支所窓口

■意見提出方法　備付けの様式により、持参、郵送、ＦＡＸまたはＥメール
■閲 覧 期 間　２月14日㈪～３月14日㈪

中標津町都市計画（用途地域等）の見直しについて

問い合わせは、生活課　環境衛生係まで。

■閲 覧 場 所　 町ホームページ、役場生活課（１階窓口③番）・まちづくり情報コーナー、総合文化会館窓口、
計根別支所窓口

■意見提出方法　備付けの様式により、持参、郵送、ＦＡＸまたはＥメール
■閲 覧 期 間　２月21日㈪～３月22日㈫

第２期中標津町環境基本計画（案）

町民意見募集町民意見募集（パブリックコメント）（パブリックコメント）を実施していますを実施しています
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問い合わせは、総務課 情報化推進・広報調査係まで。

こんなに便利

LINEアプリの
「友だち追加」⇒「ＱＲコード」
から、このページ中央のＱＲ
コードを読み込む。

方　法　１
LINEアプリの
「友だち追加」⇒「検索」から

@175rmuxp
と入力し検索

方　法　２
町ホームページへアクセスし
LINE特集ページから「URLへ
アクセス」に掲載されている
URLへアクセスする。

方　法　３

友だち追加方法

行政情報はある程度一括して
送信するので、何度も着信が
あってうるさいな…というこ
とはありません。

１日のお知らせ
一括送信

フェイスブックやツイッター
は自分で見る必要があります
が、LINEは自動的に受信し
ます。

自動的に情報が
送られてくる

中標津町ＬＩＮＥ公式アカウント

ＬＩＮＥはじめました
　　　��友だち募集中！

行政情報やイベント情報、緊急情報などをお届けします。
ぜひチェックしてみてください。

ごみの名前を入力すると、「燃
やせるごみ」なのか「燃やせ
ないごみ」なのかを教えてく
れます。

ごみの出し方がわかる！

利用者数ナンバー１のＳＮＳ
アプリで情報をお届けします。

いつも使っている
アプリだから使いやすい
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ワンポイント防 災 第94回 防災用品点検の日

詳しくは、総務課 防災係まで。

じゃがいもずきん
「ききぼう」くん

　３月１日は「防災用品点検の日」とされています。これは、1923年９月１日に発生した
関東大震災をきっかけに制定されました。季節の変わり目と言われている年４回（３月・６
月・９月・12月）を「防災用品点検の日」として定められています。
　災害が身近な今、普段からご自宅に防災用品を準備している方も多いかと思いますが、一
度備えたら、部屋に放置されているといったことはないでしょうか。防災用品は、災害時に
使用できなければ意味がありません。今一度、家の防災用品を点検してみましょう。

広告

この広告は町があっ旋するものではなく、中標津町広報紙広告掲載要綱に基づき申し込みのあった広告を有料で掲載しています。

※細部お問い合わせおよびご説明は随時受付中
問い合わせは、自衛隊帯広地方協力本部 中標津地域事務所  ❸72-0120まで。

令和４年度 陸・海・空自衛官等募集中
募集種目 試験会場 受付締切 試験等期日 そ　　の　　他

予備自衛官補 釧路予定 ４月８日㈮
４月16・17日
（内１日）

願書記入時示す
○自衛官未経験者
○一般または技能：技能は保有資格による

一般幹部候補生 釧路予定 ４月14日㈭ ４月23日㈯ ○22歳以上26歳未満

第１回
一般曹候補生 釧路予定 ５月10日㈫ １次試験

５月21日㈯
〇２次試験
　６月18日㈯釧路予定

赤ちゃんのいる家庭
□粉ミルク・ほ乳びん　　□ベビーフード・おやつ
□紙おむつ・おしりふき　□絵本・おもちゃ

高齢者のいる家庭
□簡易トイレ　□大人用紙おむつ
□介護用品　　□予備のメガネや補聴器など

　外部からの救援物資などが届くまでの数日間を自足できるように準備しておくものです。
　最低３日分以上、できれば１週間分程度は自分で対処できるよう準備をしておきましょう。

　備蓄品とは別に、避難する際に必要最低限のものをすぐに持ち出せ
るよう袋に入れて用意しておきましょう。赤ちゃんや高齢者のいる家
庭では必要に応じて追加しましょう。

●備蓄品

●非常持ち出し品

□飲食料品（米や簡単な調理で食べられるものを１人最低３日分以上、
水は１人１日３リットルが目安）　□食器・箸類　□カセットコンロ　
□生活用水　□衛生用品（マスク・体温計など）　□照明用具

□貴重品（現金・預金通帳・印鑑など）　□避難用具（懐中電灯・携帯ラジオなど）　□飲料水　□非常食
（乾パン・缶詰など）　□救急用具（マスク・消毒液・体温計・お薬手帳など）　□生活用品　□衣料品
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問い合わせは、中標津町保健センター 健康推進課 健康推進係まで。

中標津町保健センター 健康推進課 健康推進係
健康　 いちばん

●ゆううつな気分　　　　　　　　　　　●疲れやすい
●集中力や判断力が下がっている　　　　●ぐっすり眠れない、寝つきにくい
●やる気や興味がもてない　　　　　　　●酒量が増えた
●人付き合いが面倒になった　　　　　　●食欲がない　　　　　　　　　　　　　など

心と体のＳＯＳサイン

中標津町生きるを支える自殺対策行動計画事業

自分のため、あなたの大切な人のために
　３月は「自殺対策強化月間」です。３月は自殺者が多くなる月だと言われています。
　日本の自殺者数は減少傾向となってきていますが、依然として２万人を超える高い水準となっています。
　中標津町の自殺死亡率については、国や北海道を上回り推移しています。世代別でみると、30歳代～50
歳代の働き世代の方の割合が半数を占めています。

　自殺の背景には、こころの病気を抱えていたり、過労や生活困窮、育児や介護疲れ、いじめなどのさまざ
まな要因があります。さまざまな悩みが原因で追い詰められ危機的な状況に追い込まれます。自ら命を絶つ
という状況に追い込まれるということは ｢誰にでも起こり得る危機｣ と言えます。
　自ら命を絶ってしまう前には、何かしらSOSサインを出している場合もありますが、周囲の人はもちろん、
本人が気づかないケースも珍しくありません。心と体から出ているSOSサインに早くから気づいていける
ように、普段から自分や周りにいる人に目を向け、声をかけ合うことが大切です。

　周りの人に相談しにくかったり、どう声をかけたらよいのか迷ったりしたときには一人で悩まず、以下へ
ご相談ください。

●北海道こころの健康　LINE相談　　平日、土、祝日　18時～22時
日　18時～翌朝６時

　QRコードを読み取り、友だち追加をしてください。混雑時はお待たせすることもあります。

●北海道いのちの電話　　　☎︎011（231）4343　24時間対応
　　　　　　　　　　　　　☎︎0120（783）556　通話料無料　毎月10日限定
●よりそいホットライン　　☎︎0120（279）338　24時間通話料無料
●チャイルドライン　　　　☎︎0120（99）7777　16時～21時
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通話料無料　18歳までの子どもが対象
●中標津町保健センター　　☎︎0153（72）2733　平日８時30分～17時15分
●中標津町役場福祉課　　　☎︎0153（73）3111　平日８時30分～17時15分
●中標津保健所　　　　　　☎︎0153（72）2168　平日８時45分～17時30分

困ったときの相談先

20歳未満
11.1％

20歳代
8.3％

30歳代
13.9％

40歳代
22.2％

50歳代
13.9％

60歳代
11.1％

70歳代
11.1％

80歳代
8.3％

図２　年齢別構成割合（中標津町）
（H27～ R２）

図１　自殺死亡率（人口10万対）の推移
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中標津町地域おこし協力隊��飯
いい
野
の
　彩

さや
花
か

メールアドレス　iino@kaiyoudai.jp地 行く�協力隊が
おこし域

―― Vol.68
　中標津町のみなさん、こんにちは。今月で中標津町に移住してきて
１年が経つ、地域おこし協力隊の飯野です。今回は中標津町にきてか
らの１年を振り返ってみたいと思いますので、少しだけお付き合いく
ださい。
　昨年の３月から一般社団法人なかしべつ観光協会での仕事をお手伝
いし、個性的でとっても面白い２人の地域おこし協力隊に出会いまし
た。YouTubeを通して今の中標津町を発信していく２人から多くの
ことを教わりました。また、３月にはゲストハウスushiyadoで、町
内の方を対象に小規模なヨガイベントを実施しました。そして春本番
の４月には開陽台オープンイベントを実施し、当日限定の開陽台バー
ガーなどを販売しました。たくさんの方に訪れていただき、開陽台が
中標津町のランドマークであることを再確認しました。６月から８月
にかけてはレジャーシーズンで、バイクのイベントを中心に活動して
きました。コロナ禍ですが、周辺地域から多くのライダーが開陽台を
訪れました。また、７月からは近隣市町村で観光業に携わる方々が集
まり、観光について学ぶ寺子屋に参加しています。寺子屋では客観的
に地域をみて、課題を抽出することに重点を置き観光について勉強し
ています。学んだことを少しでも中標津町に還元できるよう頑張りた
いと思います。９月から現在にかけては開陽台のリニューアルオープンに向けて準備を進めています。10月に

は北海道大学の学生が中標津町を訪れ、私もフィールド
ワークに参加させていただき、学生とともに中標津町の観
光を考える機会がありました。11月にはNHKの「北海道
スタジアム」に出演しました。番組内で中標津町をPRす
る機会は少なかったのですが、良い経験になりました。
　こうして１年を振り返るとあっという間だったなと感じ
ます。この１年間で中標津町や周辺地域のユニークな方々
と出会い、みなさんがそれぞれの信念で町のために活動し
ているのをみて刺激を受けた１年間でした。私も中標津
町の持っている価値や魅力を少しでも多くの方に共有でき
るように努めていきたいと思います。中標津町のみなさん、
これからもよろしくお願いします。
（写真は私が大好きな計根別農協の牧場風景です。）

成年年齢が20歳から18歳へ！
　令和４年４月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。成年年齢に達すること
で大人として扱われ、自分の意思で契約ができるようになり、クレジットカードの作成など
も可能になります。ただし、飲酒や喫煙、競馬などの公営ギャンブル、国民年金の加入義務
等は成年年齢引き下げ後も現在と同じ20歳からとなっています。

◦�自分の意思で自由に契約をすることができるようになりますが、その責任も自分で負うことになります。
契約をする前に内容をよく確認して、必要なのか慎重に考えましょう。
◦�成年年齢に達したばかりの若者は悪質な勧誘のターゲットにされる傾向があります。SNSの情報や知
人などから必ず儲かるなどと投資や副業の勧誘を受けても鵜呑みにしないでください。
◦�クレジットカード払いは利用金額をカード会社が立て替えて利用先に支払い、翌月以降にカード名義人
に請求します。一般的に３回以上の分割やリボルビング（リボ）払いは手数料がかかり利用代金よりも
多く支払うことになります。カードは慎重に保管し、暗証番号は人に知られないよう注意して利用明細
をよく確認しましょう。

「ひとりで悩まずにまずは相談を�」みなさんへのアドバイス

相談は、中標津町消費生活センター（役場生活課内）まで。

知っ得
くらしの

ガイド
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　中標津町では町民の皆さ
んへ緊急的に情報提供が必
要な場合に備え、中標津町
緊急情報メール（キキボウ）
にて情報発信を行う体制を
整備しています。
　登録については、次のア
ドレスに空メールを送信し
てください。
nakashibetsu@
raiden.ktaiwork.jp

■中標津町役場
　❸73-3111
■中標津町役場
　計根別支所
　❸78-2211
■中標津町保健センター
　❸72-2733
■中標津警察署
　❸72-0110
■中標津消防署
　❸72-2181
■中標津町立病院
　❸72-8200
■中標津保健所
　❸72-2168

くらしくらし
のの

ひろばひろば
Information

広報なかしべつ　2022.3

≪
夜
間
・
休
日
相
談
窓
口
≫

■
夜
間
相
談
日

３
月
16
日
㈬　
　
18
時
～
20
時

■
休
日
相
談
日

３
月
27
日
㈰　
　
９
時
～
17
時

　
平
日
の
昼
間
に
時
間
が
と
れ
な
い
方
は
、夜
間・

休
日
に
納
税
相
談
窓
口
を
開
設
し
ま
す
の
で
ご
利

用
く
だ
さ
い
。
な
お
、
当
日
窓
口
で
は
町
税
と
国

民
健
康
保
険
税
の
み
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問
納
税
課 

収
納
係

 

一　
般

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド　
　
　
　
　
　

夜
間
・
休
日
窓
口
に
つ
い
て

　
平
日
や
日
中
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
受
け

取
り
が
困
難
な
方
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
夜

間
・
休
日
窓
口
を
開
設
し
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

　
な
お
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
受
け
取
り
に

限
ら
ず
、
券
面
事
項
・
電
子
証
明
書
の
更
新
手
続

き
な
ど
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
係
る
手
続
き
で

あ
れ
ば
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。　

時
夜
間
窓
口　
３
月
16
日
㈬　
18
時
～
20
時

　
休
日
窓
口　
３
月
27
日
㈰　
９
時
～
17
時

 

問
住
民
保
険
課 

戸
籍
住
民
係

年
金
相
談
所
開
設
の
お
知
ら
せ

　
釧
路
年
金
事
務
所
の
年
金
相
談
所
が
次
の
日
程

で
開
設
さ
れ
ま
す
。
相
談
は
完
全
予
約
制
で
す
。

時
４
月
５
日
㈫　
13
時
～
17
時

　
４
月
６
日
㈬　
９
時
～
14
時

所
中
標
津
町
役
場　
１
階
１
０
１
号
会
議
室

申 

釧
路
年
金
事
務
所
❸
０
１
５
４
（
６
１
）
６
０

０
０
ま
た
は
０
１
５
４
（
６
１
）
６
０
０
１

体
検
査
・
予
防
接
種
を
公
費
で
受
け
ら
れ
ま
す
。

時
３
月
31
日
㈭
ま
で

所
町
立
中
標
津
病
院

　
石
田
病
院

　
富
沢
内
科
医
院

　
中
標
津
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク
（
要
予
約
）

　
※ 

事
前
に
医
療
機
関
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

対 

昭
和
37
年
４
月
２
日
～
昭
和
41
年
４
月
１
日
生

ま
れ
の
男
性
、
も
し
く
は
、
令
和
２
年
度
未
実

施
の
方（

昭
和
41
年
４
月
２
日
～
昭
和
54
年
４

月
１
日
生
ま
れ
の
男
性）

￥
無
料

問
中
標
津
町
保
健
セ
ン
タ
ー

 

税　
金

３
月
は
国
民
健
康
保
険
税
（
第
10
期
）
の

納
期
で
す
【
納
期
限
は
３
月
31
日
】

　
今
月
納
期
分
の
指
定
口
座
か
ら
の
振
替
は
３
月

31
日
㈭
で
す
。
口
座
振
替
を
申
し
込
ま
れ
て
い
る

方
は
前
日
ま
で
に
残
高
の
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

～
納
期
が
既
に
経
過
し
て
い
ま
す
～

〇
町
道
民
税
（
す
べ
て
）

〇
固
定
資
産
税
（
す
べ
て
）

〇
国
民
健
康
保
険
税
（
第
１
～
９
期
）

〇
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）

　

も
う
一
度
お
手
元
の
納
付
書
を
確
認
の
う
え
、

納
付
さ
れ
て
い
な
い
方
は
早
急
に
納
め
て
く
だ
さ

い
。
納
期
限
を
過
ぎ
て
も
納
付
さ
れ
な
い
場
合
は
、

納
期
内
に
納
付
さ
れ
て
い
る
方
と
の
公
平
を
保
つ

た
め
、
職
場
調
査
・
預
金
調
査
な
ど
の
財
産
調
査

の
後
、
差
押
え
等
の
滞
納
処
分
を
行
う
こ
と
と
な

り
ま
す
の
で
、
定
め
ら
れ
た
納
期
限
ま
で
に
納
め

て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
病
気
や
け
が
、

失
業
・
多
額
の
負
債
の
支
払
い
な
ど
に
よ
り
納
期

内
に
納
付
が
難
し
い
方
は
必
ず
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
令
和
４
年
度
入
学
予
定
児
の
麻
し
ん
風
し
ん
混

合
ワ
ク
チ
ン
第
２
期
に
つ
い
て
、
無
料
で
受
け
ら

れ
る
期
間
が
３
月
末
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。
母

子
手
帳
を
確
認
し
、
ま
だ
受
け
て
い
な
い
方
は
忘

れ
ず
に
接
種
し
ま
し
ょ
う
。

所 

町
立
中
標
津
病
院 

小
児
科
外
来

　
中
標
津
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク

対 
平
成
27
年
４
月
２
日
～

　
平
成
28
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
方

申
問
中
標
津
町
保
健
セ
ン
タ
ー

高
齢
者
肺
炎
球
菌
予
防
接
種
の
お
知
ら
せ

所
町
立
中
標
津
病
院

　
石
田
病
院

　
富
沢
内
科
医
院

　
中
標
津
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク

対 

令
和
３
年
４
月
２
日
か
ら
令
和
４
年
４
月
１
日

の
期
間
で
65
歳
、
70
歳
、
75
歳
、
80
歳
、
85
歳
、

90
歳
、
95
歳
、
１
０
０
歳
に
な
る
方

　
※
過
去
に
接
種
し
た
こ
と
の
あ
る
方
は
対
象
外

￥
２
，
０
０
０
円

問
中
標
津
町
保
健
セ
ン
タ
ー

風
し
ん
抗
体
検
査
の
お
知
ら
せ

　
風
し
ん
の
予
防
接
種
は
、
現
在
、
予
防
接
種
法

に
基
づ
き
公
的
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

公
的
な
接
種
を
受
け
る
機
会
が
な
か
っ
た
昭
和
37

年
４
月
２
日
か
ら
昭
和
54
年
４
月
１
日
に
生
ま
れ

た
男
性
は
、
抗
体
保
有
率
が
ほ
か
の
世
代
に
比
べ

て
低
く（

約
80
％）

な
っ
て
い
ま
す
。
風
し
ん
抗

 

健　
康

「
特
定
健
康
診
査
」個
別
検
診
の
お
知
ら
せ

　
国
民
健
康
保
険
加
入
の
方
の
特
定
健
康
診
査
を
、

次
の
医
療
機
関
で
実
施
し
て
い
ま
す
。

所 

石
田
病
院 

❸
（
７
２
）
９
１
１
２

　
　
石
田
病
院
へ
ご
予
約
く
だ
さ
い
。

　
富
沢
内
科
医
院

　
　

 

予
約
は
不
要
で
す
。
食
事
を
と
ら
ず
に
、
診

療
時
間
内
に
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

　
釧
路
が
ん
検
診
セ
ン
タ
ー 

　
　
❸
０
１
５
４
（
３
７
）
３
３
７
０

　
　

 

釧
路
が
ん
検
診
セ
ン
タ
ー
へ
ご
予
約
く
だ
さ

い
。

　
町
立
中
標
津
病
院 

❸
（
７
２
）
８
２
０
０

　
　

 

健
診
希
望
日
の
２
週
間
前
ま
で
に
町
立
中
標

津
病
院
へ
ご
予
約
く
だ
さ
い
。

　
※ 

釧
路
が
ん
検
診
セ
ン
タ
ー
と
町
立
中
標
津
病

院
で
は
、
が
ん
検
診
を
一
緒
に
受
診
で
き
ま

す
（
別
料
金
）。

対
国
民
健
康
保
険
加
入
の
40
歳
～
74
歳
の
方

　
※
健
診
日
当
日
時
点
で
す

￥
無
料

期
令
和
４
年
３
月
31
日
ま
で

持 

特
定
健
康
診
査
受
診
券
、
健
康
保
険
証

問
中
標
津
町
保
健
セ
ン
タ
ー

小
学
校
入
学
予
定
児
の
麻
し
ん
風
し
ん　

混
合
ワ
ク
チ
ン（
第
２
期
）の
ご
案
内

教養を高めよりよい文化を育てましょう（町民憲章より）
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広報なかしべつ　2022.3

※ 
電
話
を
か
け
る
と
自
動
音
声
が
流
れ
ま
す
。
最

初
の
案
内
で
「
１
」
を
、
次
の
案
内
で
「
２
」

を
押
し
て
く
だ
さ
い
。
お
客
様
相
談
室
に
つ
な

が
り
ま
す
。

ご
み
収
集
の
お
知
ら
せ

　
祝
日
に
お
け
る
ご
み
収
集
等
は
次
の
と
お
り
で

す
。日　

　
程

ご
み
収
集

最
終
処
分
場

３
月
21
日
㈪

休　
み

休　
み

問
生
活
課 

環
境
衛
生
係

児
童
手
当
に
つ
い
て

　
次
の
異
動
が
あ
っ
た
と
き
は
、
15
日
以
内
に
児

童
手
当
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。
忘
れ
ず
に
手
続

き
を
し
ま
し
ょ
う
。

●
出
生
・
転
入
・
転
出
し
た
と
き

●
公
務
員
に
な
っ
た
と
き
・
退
職
し
た
と
き

●
児
童
福
祉
施
設
等
に
入
退
所
し
た
と
き

●
養
育
す
る
児
童
が
増
減
し
た
と
き

持
・
印
鑑

　
・
受
給
者
名
義
の
口
座
が
わ
か
る
も
の

　
・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は

　
　
個
人
番
号
通
知
カ
ー
ド

　
　

 （
通
知
カ
ー
ド
の
場
合
、
運
転
免
許
証
等
本

人
確
認
が
で
き
る
も
の
の
提
示
が
必
要
）

他 

・ 

手
続
き
に
遅
れ
た
場
合
、
受
給
で
き
る
は
ず

の
手
当
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
・ 

受
給
者
（
父
等
）
の
み
、
ま
た
は
児
童
の
み

が
転
入
、
転
出
す
る
と
き
、
手
続
き
が
必
要

な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
・ 

中
学
３
年
生
ま
で
の
年
齢
の
児
童
を
養
育
し

て
い
て
、
受
給
し
て
い
な
い
方
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
・ 

公
務
員
の
方
は
勤
務
先
所
属
庁
か
ら
支
給
さ

れ
ま
す
。

問
子
育
て
支
援
室 

子
育
て
支
援
管
理
係

家
庭
菜
園
使
用
者
募
集
の
お
知
ら
せ

　
暖
か
く
な
っ
た
ら
家
庭
菜
園
で
野
菜
を
栽
培
し

て
み
ま
せ
ん
か
？

所
中
標
津
町
東
21
条
北
４
丁
目

期 

５
月
12
日
㈭
か
ら
10
月
31
日
㈪
ま
で

申 

４
月
１
日
㈮
よ
り
随
時
受
付
し
ま
す
。

￥
１
区
画
２
，
０
０
０
円
（
72
平
方
メ
ー
ト
ル
）

他 

① 

肥
料
お
よ
び
害
獣
被
害
防
止
柵
な
ど
は
各
自

で
ご
対
応
く
だ
さ
い
。

　
②
複
数
の
区
画
を
利
用
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

　
③ 
条
件
付
き
で
初
回
の
方
を
対
象
に
し
た
使
用

料
全
額
還
付（
チ
ャ
レ
ン
ジ
事
業
）も
行
な
っ

て
い
ま
す
。

　
④ 

菜
園
マ
イ
ス
タ
ー
制
度
に
よ
り
初
心
者
の
方

も
安
心
し
て
始
め
ら
れ
ま
す
。

問
生
活
課 

交
通
町
民
相
談
係

中
標
津
町
議
会　
　
　
　
　
　
　
　
　

３
月
定
例
会
の
開
催
予
定
に
つ
い
て

時
３
月
７
日
㈪　
10
時

所 

中
標
津
町
役
場　
３
階
議
事
堂

問
議
会
事
務
局 

議
事
係

令
和
４
年
度
調
理
師
試
験
を
実
施
し
ま
す

　
調
理
師
法
（
昭
和
33
年
法
律
第
１
４
７
号
）
第

３
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
４
年
度

調
理
師
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

時
８
月
25
日
㈭　
13
時
30
分
か
ら
16
時
ま
で

所
釧
路
市
（
試
験
会
場
は
受
験
票
に
よ
り
通
知
）

内 

食
文
化
概
論
、
公
衆
衛
生
学
、
栄
養
学
、
食
品

学
、
食
品
衛
生
学
お
よ
び
調
理
理
論
に
つ
い
て

の
筆
記
試
験
を
実
施

対 

学
校
教
育
法
第
57
条
に
規
定
す
る
者
で
あ
っ
て
、

多
数
人
に
対
し
て
飲
食
物
を
調
理
し
て
供
与
す

る
寄
宿
舎
、
学
校
、
病
院
等
の
施
設
ま
た
は
飲

食
店
営
業
、
魚
介
類
販
売
業
、
そ
う
ざ
い
製
造

業
の
営
業
に
お
い
て
令
和
４
年（
２
０
２
２
年
）

５
月
20
日
ま
で
に
２
年
以
上
調
理
の
業
務
に
従

事
し
た
者

申 

５
月
９
日
㈪
か
ら
20
日
㈮
ま
で
に
最
寄
り
の
保

健
所
に
提
出
の
こ
と

持
①
調
理
師
試
験
受
験
願
書　
１
部

　
②
調
理
師
試
験
受
験
者
整
理
カ
ー
ド　
１
部

　
　

 （
出
願
前
３
か
月
以
内
に
、
脱
帽
し
て
正
面

上
半
身
を
撮
影
し
た
写
真
）

　
③
調
理
師
試
験
入
力
通
知
書　
１
部

￥ 

６
，
９
０
０
円
に
相
当
す
る
額
面
の
北
海
道
収

入
印
紙

他 

・
合
格
発
表
は
10
月
14
日
㈮

　
・  

受
験
案
内
の
配
布
は
、
４
月
か
ら
保
健
所
で

行
い
ま
す
。

問 

中
標
津
保
健
所
企
画
課 

企
画
係

　
❸
（
７
２
）
２
１
６
８

海
上
保
安
官（
大
卒
課
程
）・　
　
　
　

　
海
上
保
安
学
校
学
生
募
集

　
海
上
保
安
庁
で
は
、
海
上
保
安
官
お
よ
び
令
和

４
年
10
月
期
採
用
の
学
生
を
募
集
し
ま
す
。
海
上

保
安
官
（
大
卒
課
程
）
は
、
海
上
保
安
大
学
校
に

お
い
て
２
年
間
の
研
修
を
実
施
し
ま
す
。
海
上
保

安
学
校
学
生
は
、
同
校
に
お
い
て
船
艇
乗
組
員
と

し
て
１
年
間
の
教
育
を
受
け
ま
す
。

時
海
上
保
安
官
（
大
卒
課
程
）

　
　
６
月
５
日
㈰

　
海
上
保
安
学
校

　
　
５
月
15
日
㈰

対
海
上
保
安
官
（
大
卒
課
程
）

　
　

 

平
成
４
年
４
月
２
日
以
降
生
ま
れ
の
方
で
、

大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
）
を
卒
業
し
た
方

お
よ
び
令
和
５
年
３
月
ま
で
に
卒
業
す
る
見

込
み
の
方
な
ど

　
海
上
保
安
学
校
学
生

　
　

 

平
成
４
年
４
月
１
日
に
お
い
て
高
等
学
校
ま

た
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
し
た
日
の
翌
日

か
ら
起
算
し
て
13
年
を
経
過
し
て
い
な
い
方

お
よ
び
令
和
４
年
９
月
ま
で
に
卒
業
見
込
み

の
方
な
ど

￥ 

海
上
保
安
学
校
は
、
入
学
金
、
授
業
料
が
一
切

不
要
で
、
学
生
は
海
上
保
安
官
と
同
様
に
、
入

学
と
同
時
に
国
家
公
務
員
と
し
て
の
身
分
を
与

え
ら
れ
、
毎
月
の
給
与
や
ボ
ー
ナ
ス
が
支
給
さ

れ
ま
す
。

申
問 

海
上
保
安
官
（
大
卒
課
程
）

　
　

 

〇
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

　
　
　
３
月
18
日
㈮
～
４
月
４
日
㈪

　
　
〇
郵
送
・
持
参

　
　
　
３
月
18
日
㈮
～
22
日
㈫

　
　
海
上
保
安
学
校

　
　
〇
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

　
　
　
３
月
18
日
㈮
～
25
日
㈮

　
　
〇
郵
送
・
持
参

　
　
　
３
月
18
日
㈮
～
22
日
㈫

他 

申
込
方
法
、
試
験
内
容
等
は
、
人
事
院
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
国
家
公
務
員
試
験
採
用
情
報
Ｎ
Ａ
Ｖ
Ｉ

を
ご
覧
く
だ
さ
い

問 

根
室
海
上
保
安
部 

管
理
課

　
❸
０
１
５
３
（
２
４
）
４
１
８
３

わ
か
も
の
フ
リ
ー
相
談
会
in
中
標
津

　
く
し
ろ
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
は
厚
生

労
働
省
が
設
置
す
る
、
15
歳
か
ら
49
歳
ま
で
の
就

職
を
目
指
す
若
者
や
そ
の
ご
家
族
等
の
総
合
相
談

窓
口
で
す
。
仕
事
や
将
来
の
こ
と
、
生
活
の
こ
と

な
ど
幅
広
く
ご
相
談
を
お
受
け
し
て
い
ま
す
。
さ

ま
ざ
ま
な
お
悩
み
に
つ
い
て
一
緒
に
考
え
て
み
ま

せ
ん
か
？

　
ど
う
ぞ
お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

時
３
月
25
日
㈮　
13
時
～
16
時

　
※
受
付
は
12
時
30
分
か
ら

所
総
合
文
化
会
館　
２
階
研
修
室

問
く
し
ろ
若
者
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

　
❸
０
１
５
４
（
６
８
）
５
１
０
２



※
 広

報
紙

に
掲

載
さ

れ
た

写
真

を
ご

希
望

の
方

は
、

デ
ー

タ
(JPEG

)で
提

供
し

ま
す

の
で

総
務

課
情

報
化

推
進

・
広

報
調

査
係

ま
で

ご
連

絡
く

だ
さ

い
。

（
毎
月
６
日
発
行
）

広
報
中
標
津
は
、
環
境
保
護
の
た
め
道
産
間
伐
材
と
古
紙
を
配
合
し
た
用
紙
お

よ
び
100%

植
物
油
型
イ
ン
キ「
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ス
100」を

使
用
し
て
い
ま
す
。

■
発
行
／
中
標
津
町
役
場
�総
務
部
総
務
課
情
報
化
推
進・広

報
調
査
係

　
〒
086-1197�北

海
道
標
津
郡
中
標
津
町
丸
山
2丁
目
22番

地
　
❸
0153-73-3111�❹

0153-73-5333
　
中
標
津
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
�http://w

w
w
.nakashibetsu.jp/　

携
帯
サ
イ
ト
�http://j.nakashibetsu.jp/

　
お
問
い
合
わ
せ
は
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
下
段
の『
お
問
い
合
わ
せ
』よ
り

広
報

2022

3
№

711
中

標
津

ひとのうごき
町の人口

男
女

世帯数

総合福祉センタープラット

発熱外来
出入口

発熱外来
専用駐車場

救急外来側
駐車場

町立中標津病院

正　面　駐　車　場 ヘリポート

サン薬局
バス停

救急
出入口

正面
入口

　災害時に備えて、避難のときに持ち出すも
のを１つの袋に入れておくと便利です。
　飲料水、保存食、防寒具、携帯ラジオ、ラ
イト、モバイルバッテリー、救急セット、簡
易トイレなどがおすすめです。
　３月は警報級の大雪に見舞われる日が例年
多い月でもあります。
　年に１回は、中身の整理や見直しを行いま
しょう。

今月の表紙 １月31日現在住民登録人口
※（　　）内は前月比

広報なかしべつに掲載している各イベントや行事は、新型コロナウイルス感染症等の影響により、延期・中止となる場合があります。

町立中標津病院からのお知らせ

　新型コロナウイルス感染症やインフルエンザウイルス急性感染症など、ほかの方への感染を予防するた
め、発熱や呼吸器症状がある患者様には「発熱外来」の受診をお願いしています。全ての患者様に安心し
てご来院いただけるよう、当院の感染対策にご理解とご協力をお願いします。

　３月から、より新しい情報を提供するため、新しいホームページを
公開しています。新しいホームページでは、診療までの流れや入院の
手続き方法についての動画等を公開しています。

◀町立中標津病院
　ホームページはこちら

問い合わせは、町立中標津病院 医事課  ❸７２－８２００まで。

発熱外来について

町立中標津病院のホームページについて

乳用牛飼養戸数 280戸　乳用牛飼養頭数 43,195頭
※各農協２月１日現在データ

22,958（－20）
11,301（－ 2）
11,657（－18）
11,374（－12）

誕　生 12人
死　亡 25人
転　入 42人
転　出 49人

発熱外来の流れ
①発熱や呼吸器症状がある患者様は、来院前にお電話（❸72-8200）でその旨をお知らせください
②担当の看護師が症状を聞き取り、発熱外来の受診方法をお知らせします

　発熱外来への入り口は、正面
玄関ではなく、裏手の出入口と
なります

発熱外来出入口


